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１ 公益目的事業 公１「選考会事業」活動報告及び経過報告 

 

（１）令和 5（2023）年度「第 11 回福田靖子賞選考会」の参加者募集及び準備 

2023 年 8 月 22～25 日に本選考を行う「第 11 回福田靖子賞選考会」の参加者募集及び諸準

備を行った。 

 

ア）日程及び会場の検討 

 レッスン 2023 年 8 月 22 日・23 日  最終審査会 2023 年 8 月 25 日 

 会場 桐朋学園大学 仙川キャンパス内レッスン室（レッスン） 

桐朋学園 宗次ユリホール（最終審査会） 

 

※桐朋学園大学の全面的な会場協力を得て、レッスン・最終審査会ともに桐朋学

園仙川キャンパスで実施することとなった。宗次ホールの外部貸し出しは、決定

時点で初とのこと。 

 

イ）海外招聘審査員 

以下の 3 名に審査を依頼し、承諾を得た。2023 年は、福田靖子賞選考会 20 周年、 

かつ新型コロナウイルス感染症の影響が微妙に残ることが予想されたため、すで

に過去に招聘して信頼関係ができている海外教授から 2 名を依頼（いずれも前回

の招聘から 10 年以上が経過）、残り 1 名もマスタークラスでお迎えしたことのあ

る教授とした。 

 

ロナン・オホラ教授（イギリス）ギルドホール音楽演劇学校ピアノ科主任教授 

ウィリアム・ナボレ教授（アメリカ）コモ湖国際ピアノアカデミー主宰 

ヴォイチェフ・シフィタワ教授（ポーランド）ショパン音楽大学教授 

 

 

ウ）参加者募集パンフレットの配布 

2022 年 12 月より、当財団ウェブサイトで募集要項を公開し、ダウンロードを可能にした

ほか、広報協力団体である一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）ウェブサイ

トでも募集要項を掲載した。また、ピティナ・ピアノコンペティションで優秀な成績を収

めた学習者・指導者に参加要項を送付する協力を得た。 

 

エ）書類選考の実施 

書類選考には、締切日（3 月 8 日）までに 35 名（前回 28 名）の応募を集めた。選考は、

福田成康理事長が原案をとりまとめ、選考委員の江口文子氏・黒田亜樹氏・二宮裕子氏に
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よる厳正な選考により行われた。 

 

※書類選考通過者（五十音順、地名は居住地、学年は 2023 年度のもの） 

大山桃暖（高 3/大阪府）、加藤皓介（高 2/東京都）、角谷春奈（高 1/愛知県）、仁宮花歌（高

3/東京都）、朴沙彩（高 2/東京都）、長谷川祐音（中 2/兵庫県）、深津天馬（高 1/茨城県）、

室崎恵太朗（中 2/愛知県）、安井友理（中 1/神奈川県） 

 

オ）書類選考通過者（本選考進出者）の発表 

書類選考応募者全員に結果を通知し、当財団ウェブサイトおよび広報協力団体である一般

社団法人全日本ピアノ指導者協会ウェブサイトにて、3 月 30 日に通過者を発表した。 

 

 

（２）令和７年（2025 年）度「第 12 回福田靖子賞選考会」に向けた準備 

 

ア）日程 

 レッスン・最終審査会 令和 7 年（2025 年）8 月下旬予定 

 

イ）海外招聘審査員の依頼 

 現在、審査員候補を選定している。 

 

 

（３）福田靖子賞選考会参加者への助成事業 

以下の国際的音楽研修機会に渡航費を助成し派遣を行った。 

 

5 月 スペイン・フェロル国際ピアノコンクール派遣補助 

八木大輔 

 

8 月 ゴスラーでのアリエ・ヴァルディ教授講習会（ドイツ）ゴリツィアでのアレクサンダ

ー・ガジェヴ氏講習会（イタリア）派遣補助 

八木大輔 

 

8 月 エトリンゲン国際ピアノコンクール（ドイツ）派遣補助 

原田怜 

 

3 月 ドイツ・ハノーファー＆ゲッティンゲンでの講習会に派遣（協力：保屋野美和先生） 

国本奈々、原田怜、神宮司悠翔、渡辺康太郎 
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（４）各種コンクールへの「福田靖子賞」（奨学金）授与 

国内のコンクールへ「福田靖子賞」として、海外で学習するための渡航費に使途を特定し

た奨学金を授与した。 

 

・第 74 回全日本学生音楽コンクール中学の部全国大会第 1 位の深津天馬さん（茨城県）に

15 万円を授与。 

・第 46 回ピティナ・ピアノコンペティション Jr.G 級金賞の坂下幸太郎さん（愛知県）に

15 万円を授与 

 

 

２ 公益目的事業 公２「研修会事業」活動報告及び経過報告 

 

令和 4 年度は、以下の通り研修会（マスタークラス）を実施し、福田靖子賞選考会参加者

にはレッスン料の一部を助成した。（※新型コロナウイルス感染症の影響が残っていた時期

に企画したものでは、一部、日本人ながら海外在住で活躍している方々も講師にお迎えし

た） 

 

4 月 パスカル・ドヴァイヨン先生＆村田理夏子先生特別ワークショップ 

原田怜、尾城杏奈 

 

6 月 第 121 回 ギリアード・ミショリ先生 

村上智則、稲積陽菜、渡辺康太郎、谷昂登 

 

6 月 第 122 回 ジャック・ルヴィエ先生 

吉原佳奈、渡邊晟人、渡辺康太郎、原田怜、中瀬智哉、村上智則、海老原歩実、稲積陽菜、片山響、神宮

司悠翔 

 

8 月 第 123 回 今峰由香先生 

村上智則、沢田蒼梧、後藤美優、山崎夢叶、中瀬智哉 

 

9 月 第 124 回 ダグラス・ボストック先生（指揮者）コンチェルトマスタークラス 

渡辺康太郎、中瀬智哉、海老原歩実、国本奈々 

 

10 月 第 125 回 エリック・ル・サージュ先生 

谷昂登、亀井聖矢、稲積陽菜 

 

10 月 第 126 回 ヴォイチェフ・シヴィタワ先生 

渡邊晟人、亀井聖矢、稲積陽菜 

 

11 月 第 127 回 アレクサンダー・コブリン先生 

国本奈々、谷昂登、稲積陽菜、山崎夢叶 
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11 月 第 128 回 広瀬悦子先生 

後藤美優、稲積陽菜 

 

1 月 第 129 回 エマニュエル・シュトロッセ先生 

山崎夢叶、片山響、原田怜、稲積陽菜 

 

2 月 第 130 回 アンティ・シーララ先生（トッパンホールで開催） 

谷昂登、古海行子、稲積陽菜、渡辺康太郎 

 

 

 

３ 管理部門及び寄付に関する報告 

 

（１）理事会・評議員会等の開催状況 

 

令和 4 年 5 月 28 日 理事会（書面による） 

決議事項：第１号議案 第 12 期事業報告、計算書類およびこれらの附属明細書ならびに財産目録承認の件

／第２号議案 理事７名選任の件／第３号議案 監事１名選任の件／第４号議案 第 12 回定時評議員会

招集の件／第５号議案  評議員選考委員会候補者名簿承認の件 

 

令和 4 年 6 月 3 日 評議員選考委員会 

決議事項 評議員３名選任の件 

 

令和 4 年 6 月 24 日 評議員会 

報告事項 第 12 期（自令和 3 年 4 月 1 日 至令和 4 年 3 月 31 日）事業報告の件 

決議事項 第１号議案 第 12 期計算書類および財産目録承認の件／第２号議案 理事７名選任の件／第３

号議案 監事１名選任の件 

 

令和 4 年 6 月 24 日 理事会 

決議事項 第１号議案 代表理事（理事長）選定の件 

報告事項 第 12 期事業報告及び決算報告書の詳細説明 

 

令和 5 年 3 月 24 日 理事会（書面による） 

決議事項 第１号議案 ソナタコンクール「ジュニア育成部門」マスタークラスへの助成の件／第２号議

案 令和５年度（第 14 期）事業計画及び収支予算 承認の件 
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（２）寄付金収入に関する報告 

令和 4 年度は、末尾別表のとおり、計 1,346,050 円の寄付をいただいた。 （※末尾別表参照） 

 

（３）公益財団法人の運営等に関する情報公開  

内閣府へ、令和 4 年 6 月 30 日までに「令和 3 年度事業報告等」を、また令和 5 年 3 月までに、｢令和 5 年

度事業計画書等」の定期提出書類を提出するとともに、決算書類を、当財団ウェブサイトに掲出し、活動

内容を逐次ウェブサイトにアップロードしている。 

 

（４）業務執行体制等  

福田成康理事長、加藤哲礼理事・事務局長が日常の業務を行っている。また、経理業務においては、土屋

宗一税理士事務所（担当：大河原透氏）に伝票の確認及び決算書の作成等を委託し、日常的なチェック体

制を敷いている。決算書等は、堀明久監事により監査を行っている。 

 

参考：令和４年度 受取寄付金一覧  （令和４年 4 月 1 日～令和５年 3 月 31 日、敬称略、

寄付入金日順） 

 

 

 

令和４年度 事業報告の附属明細書 

 

令和４年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

第３４条第３項に規定する附属明細書に記載すべき「事業報告の内容を補足する

重要な事項」が存在しないので、これを作成しない。 

 

 

 

以上 


